
岩手県医療局管理規程第２号 

 医療局行政文書管理規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  令和元年６月28日 

                                       岩手県医療局長 熊 谷 泰 樹  

   医療局行政文書管理規程の一部を改正する規程 

 医療局行政文書管理規程（平成12年岩手県医療局管理規程第11号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （登載手続） （登載手続） 

 第45条 県報登載を要する事項は、総務部法務学事課総括課

長（以下「法務学事課総括課長」という。）に合議の上、

決裁を経て、主管課において当該事項に係る電磁的記録を

作成し、法務学事課総括課長に送付しなければならない。 

第45条 県報登載を要する事項は、総務部総務室法務・情報

公開課長（以下「法務・情報公開課長」という。）に合議

の上、決裁を経て、主管課において当該事項に係る電磁的

記録を作成し、法務・情報公開課長に送付しなければなら

ない。 

  （校正事務）  （校正事務） 

 第46条 県報の校正について法務学事課総括課長から依頼が

あったときは、主管課において行わなければならない。 

第46条 県報の校正について法務・情報公開課長から依頼が

あったときは、主管課において行わなければならない。 

  （発行後の正誤）  （発行後の正誤） 

 第47条 県報登載事項中、誤りがあることを発見したときは

、主管課は、直ちに正誤事項を記載した原稿を法務学事課

総括課長に送付しなければならない。 

第47条 県報登載事項中、誤りがあることを発見したときは

、主管課は、直ちに正誤事項を記載した原稿を法務・情報

公開課長に送付しなければならない。 

  （ファイル管理簿への記載等）  （ファイル管理簿への記載等） 

 第55条 ［略］ 第55条 ［略］ 

 ２～４ ［略］ ２～４ ［略］ 

 ５ 文書管理者は、次に定めるところにより、ファイル管理

簿のうち当該行政文書の完結した日の属する年度に係る部

分のものを当該年度の翌年度の４月末日までに送付しなけ

ればならない。 

５ 文書管理者は、次に定めるところにより、ファイル管理

簿のうち当該行政文書の完結した日の属する年度に係る部

分のものを当該年度の翌年度の４月末日までに送付しなけ

ればならない。 

 (１) 本庁にあっては、２通作成し、１通を経営管理課総

括課長に、１通を法務学事課総括課長に送付すること。 

(１) 本庁にあっては、２通作成し、１通を経営管理課総

括課長に、１通を法務・情報公開課長に送付すること。 

  (２) 病院にあっては、３通作成し、１通を経営管理課総

括課長に、１通を法務学事課総括課長に、１通を病院の

所在地を所管する広域振興局文書主管部長に送付するこ

と。 

 (２) 病院にあっては、３通作成し、１通を経営管理課総

括課長に、１通を法務・情報公開課長に、１通を病院の

所在地を所管する広域振興局文書主管部長に送付するこ

と。 

２  （行政文書の作成方法）  （行政文書の作成方法） 

 第４条 ［略］ 第４条 ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［略］ 

 ３ 行政文書を作成するときは、局長が別に定めるものを除

き、日本工業規格Ａ列４番の用紙を使用しなければならな

い。 

３ 行政文書を作成するときは、局長が別に定めるものを除

き、日本産業規格Ａ列４番の用紙を使用しなければならな

い。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 



 この規程は、令和元年７月１日から施行する。ただし、表１の項の改正部分は、公布の日から施行する。 
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